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「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 

 当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、内部統制に重要な欠陥がある旨
を記載した「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 
記 

 
１．訂正の対象となる内部統制報告書 
  
 第６６期内部統制報告書（自 平成２２年４月１日 至 平成２３年３月３１日） 
 
２．訂正の内容 
 訂正の内容は下記のとおりです。 
 
 ３【評価結果に関する事項】 
（訂正前） 
 上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

した。 
 
（訂正後） 
 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要

な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、平成 23 年 3 月 31 日現在の、当社の財務報告に
係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 
記 

 
ハミングステージが営業権を譲り受けた際の会計処理について、社外からの指摘により、適正ではないと考えら

れる会計処理が見受けられたため、社外の専門家である弁護士、公認会計士および社長、経理部長を中心とする

社内スタッフによって内部調査委員会を設置し、調査を行なってまいりました。平成 24 年 3 月 14 日に内部調
査委員会から当社取締役会に提出された内部調査報告書では、店舗取得資金に係る有形固定資産の評価、保守契

約に係る前払費用の処理、店舗賃貸契約に関する保証金の会計処理等について適正ではないと考えられる会計処

理がなされていることが報告されておりました。さらに、社内調査による内部調査報告の内容･妥当性に関して、

第三者の立場で確認、検証を行っていただくため、当社と利害関係のない弁護士２名公認会計士 1名で構成する
社外調査委員会を平成 24年 3月 19日に設置し、平成 24年 4月 5日に社外調査委員会から当社取締役会に調査
報告書が提出されました。当該調査報告書において、店舗の取得原価の内訳について、ハミングで虚偽の内訳を
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作成したこと、スーパーの営業権譲渡における出金処理について、適正な証憑に基づき適正な承認手続きをとっ

ていなかったことが上場会社としての内部統制上重大な問題があったとの指摘がなされました。当該指摘により、

当社は当時、子会社ハミングの管理体制について不備があり、結果内部統制上重大な問題があったことを認識い

たしました。 
 
１．問題発生の原因 
当社は当該問題発生について、元社長により進められた食品事業の拡充の計画および資金調達失敗による混乱、

ハミングの取得後の子会社を契約主体とする重要な取引をグループとして管理する体制が必ずしも十分ではな

く、管理者不在の状況となったこと、またそれに伴う意思決定から実行されるまでの資料・証憑の管理の不徹底

が生じ、子会社であるハミングの大きな現金の出金を、親会社である当社側で管理するシステムがなかったこと

等が原因であったと判断しております。 
また、当社が内部統制上の不備を回避できなかった理由は以下の点にあると認識しております。 
（１）子会社に対する管理体制の不備 
（２）取締役会の機能不全 
（３）子会社の内部監査体制の不備 
（４）監査部門による監査機能の低下 
（５）コンプライアンス意識の不徹底 
 
２．当社がすでに行っている再発防止策 
当社は、内部調査委員会及び社外調査委員会に指摘を受ける以前に、代表取締役を変更し、さらに新しい取締役

を迎え、新しい経営体制にて経営改革を推し進めております。現在の経営体制においては、適切な会計処理を行

なうために必要な企業風土の確立に取り組んでおります。当社の主軸事業である食品事業について、担当役員と

代表の２人だけが把握し、他の役員及びスタッフが事業の概要を把握できない状況にありましたが、現在は、事

業の全体を取締役会において掌握する体制が確立しており、適切な会計処理が行なえる企業風土に改善されてお

ります。また、公認会計士及び食品事業に造詣のある者を社外監査役として選任し、有効な意思決定ができる体

制が整備されております。また、ハミングにおいては、当社取締役を監査役においたことで、より有効な監査を

行うことが出来る状況にあります。さらに、代表取締役、役員、常勤監査役、内部監査室長をメンバーとしてコ

ンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに関する意識を確認しております。当該措置により、内部統

制上の問題が生じた時期に比べ改善がなされております。 
 
３．当社がこれから行う予定の再発防止策 
ハミングを直営店化し、これまで上記のとおり対策を講じてきたことにより、管理体制が整いつつあります。問

題発生の主たる原因となった、子会社ハミングを管理するシステムについては、当社とハミングの経理部門の連

携を強めることにより、かつ当社役員がハミングの監査役として就任することによりハミングに対する管理を強

化しておりますが、さらに、ハミングが通常業務とは異なる業務で一定の金額の出金を行う際、事前に当社の承

認をえるよう規定を整備し、親会社である当社側で管理するシステムを構築する予定です。また、現金出金に関

しても必ず証憑をとるよう規定を整備し徹底する予定です。また、当社内の人員をハミングの管理者として送り、

主要な業務を実施する体制を作ることとなっております。さらに、社外調査委員会によるご指摘もあり、今回の

問題を通して判明した欠陥を補うため以下の対策をできるものから早急に講じる予定です。 
 
【再発防止策の概略】 
（１）子会社の管理・規定の整備 
（２）取締役会における体制の改善 
（３）社外取締役の拡充 
（４）監査役による監査の充実 
（５）監査機関における連携強化 
（６）コンプライアンス意識の向上 
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（７）社外有識者等による経営監視機関の設置 
 

 
以上 
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